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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の
間、ＦＡＸや郵送、インターネットなどによる手続きのご利
用をお願いいたします。
なお、引き続きハローワークは開庁していますので、窓口での相談・手続き

もご利用いただけます。

佐賀労働局・ハローワーク

☞ インターネットによる求人申込みについて
ハローワークインターネットサービスから求人者マイページを通じて求人申

込みを行うこともできます、通常は、初めて求人者マイページを通じて求人を
申し込む場合や派遣・請負求人を申し込む場合など、一定の要件に該当する場
合には、仮登録完了画面及び仮登録完了通知メールに表示された期日まで（１
４日以内）にハローワークへ来所いただく必要があります。
ただし、当面の間、求人仮登録完了後１４日以内に、ご利用のハローワーク

に直接、電話でご連絡（事業所名、申し込んだ日時や求人の内容等）いただく
ことにより、来所いただかなくとも求人申込みの受理手続を行うこともできま
す。この場合には、求人の受理までにお時間をいただくこともありますので、
あらかじめご了承ください。
なお、ハローワークから求人申込み内容の確認や必要書類の提出等の依頼を電
話やＦＡＸで行わせていただきますので、ご協力をお願いします。

☞ 初めてハローワークに求人を申し込む場合
初めてハローワークに求人を申し込む場合は、求人申込みに先立ち、事業所

登録を行っていただく必要があります。
当面の間、事業所登録手続きについては、可能な限り「事業所登録シート」

をＦＡＸや郵送による手続きをご活用いただきますよう、ご協力をお願い申し
上げます。お手続きの際は、あらかじめ、事業所所在地を管轄するハローワー
クにご相談ください。
なお、ハローワークから登録内容の確認や必要書類の提出等の依頼を電話や

ＦＡＸで行わせていただきますので、ご協力をお願いします。後日、事業所を
訪問させていただく場合もありますので、その点もご了承ください。

ハローワークの連絡先一覧は裏面をごらんください。

☞ 求人申込みの方法について
当面の間、可能な限り、「求人申込書」のＦＡＸや郵送による申込み手続き

をご活用いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
お申込みについてご不明な点があれば、ご利用のハローワークまでご相談ください。

〔求人関係様式〕 https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_00239.html

〔ハローワークインターネットサービス〕 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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